
排
水
基
準
を
定
め
る
総
理
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
総
理
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
総
理
府
令
案
新
旧
対
照
表

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

○
排
水
基
準
を
定
め
る
総
理
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
総
理
府
令
（
平
成
五
年
総
理
府
令
第
五
十
四
号
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

１

（
略
）

１

（
略
）

２

附
則
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
害
物
質
の
種
類
ご
と
に
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
工
場
又

２

附
則
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
害
物
質
の
種
類
ご
と
に
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
工
場
又

は
事
業
場
に
係
る
排
出
水
の
汚
染
状
態
に
つ
い
て
の
水
質
汚
濁
防
止
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三

は
事
業
場
に
係
る
排
出
水
の
汚
染
状
態
に
つ
い
て
の
水
質
汚
濁
防
止
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三

条
第
一
項
の
排
水
基
準
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
か
ら
九
年
間
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
排
水

条
第
一
項
の
排
水
基
準
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
か
ら
六
年
間
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
排
水

基
準
を
定
め
る
総
理
府
令
（
以
下
「
改
正
後
の
総
理
府
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

基
準
を
定
め
る
総
理
府
令
（
以
下
「
改
正
後
の
総
理
府
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

附
則
別
表

附
則
別
表

有
害
物
質
の
種
類

業

種

許
容
限
度

有
害
物
質
の
種
類

業

種

許
容
限
度

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

黄
鉛
顔
料
製
造
業

〇
・
二

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

黄
鉛
顔
料
製
造
業

〇
・
三

（
単
位

鉛
の
量
に

（
単
位

鉛
の
量
に

関
し
て
、
一
リ
ッ

関
し
て
、
一
リ
ッ

ト
ル
に
つ
き
ミ
リ

ト
ル
に
つ
き
ミ
リ

グ
ラ
ム
）

グ
ラ
ム
）

セ
レ
ン
及
び
そ
の
化

銅
第
一
次
製
錬
・
精
製
業
（
セ
レ
ン
製
造
工
程
を
有

〇
・
五

セ
レ
ン
及
び
そ
の
化

銅
第
一
次
製
錬
・
精
製
業
（
セ
レ
ン
製
造
工
程
を
有

一

合
物

す
る
も
の
に
限
る
。
）

合
物

す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
単
位

セ
レ
ン
の

（
単
位

セ
レ
ン
の

量
に
関
し
て
、
一

セ
レ
ン
化
合
物
製
造
業

○
・
五

量
に
関
し
て
、
一

セ
レ
ン
化
合
物
製
造
業

二

リ
ッ
ト
ル
に
つ
き

リ
ッ
ト
ル
に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム
）

ミ
リ
グ
ラ
ム
）

備
考

備
考

（
略
）

（
略
）


